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日 独 労 働 法 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 書  

 

9 月 3 日 と 4 日 、 明 治 大 学 リ バ テ ィ タ ワ ー 1 0 7 4 号 教 室 に て 、 日 独

労 働 法 国 際 シ ン ポ が 開 催 さ れ た 。 統 一 テ ー マ は 「 日 本 と ド イ ツ に お

け る 市 民 法 と 労 働 法 」。「 市 民 法 と 労 働 法 」 と い う テ ー マ は 、 こ れ ま

で 日 独 両 国 に お い て 繰 り 返 し 論 じ ら れ て き た 古 典 的 テ ー マ で あ り 、

い わ ば 労 働 法 と そ の 学 の レ ゾ ン デ ー ト ル を 問 う 「 原 問 題 」 で あ る 。

今 回 、 こ の テ ー マ を 設 定 し た の は 、 グ ロ ー バ ル 化 と い う メ ガ ト レ ン

ド 、経 済 産 業 構 造 の 変 化 に 直 面 し 、労 働 法 学 が 、 2 0 世 紀 初 頭 に お け

る そ の 確 立 以 来 の 原 理 的 な 再 検 討 を 迫 ら れ て い る 、 と の 問 題 意 識 に

基 づ く 。  

冒 頭 、 ド イ ツ 大 使 館 の シ ュ テ フ ァ ン ・ ヘ ル ツ ベ ル グ 公 使 、 明 治 大

学 法 学 部 の 南 保 勝 美 学 部 長 に よ る 来 賓 挨 拶 、 そ し て 独 日 労 働 法 協 会

会 長 の ハ イ ン リ ヒ ・ メ ン ク ハ ウ ス 明 治 大 学 教 授 、 独 日 労 働 法 協 会 会

長 の 和 田 肇 名 古 屋 大 学 教 授 か ら の 挨 拶 が あ り 、 二 日 間 の シ ン ポ ジ ウ

ム 及 び そ れ に 続 く ア フ タ ー プ ロ グ ラ ム の 幕 が 切 っ て 落 と さ れ た 。  

全 体 は 四 つ の セ ッ シ ョ ン か ら な り 、 総 論 ・ 歴 史 的 検 討 を 行 う 第 一

セ ッ シ ョ ン で は 、日 本 側 か ら は 、西 谷 敏 教 授（ 大 阪 市 立 大 学 ）、ド イ

ツ 側 か ら は マ ン フ レ ー ト ・ レ ー ビ ッ シ ュ 教 授 （ フ ラ イ ブ ル グ 大 学 ）

が 報 告 、 個 別 的 労 働 関 係 法 分 野 に つ い て の 第 二 セ ッ シ ョ ン は 、 野 川

忍 教 授（ 明 治 大 学 ）と ラ イ ム ン ト・ヴ ァ ル タ ー マ ン 教 授（ ボ ン 大 学 ）、

集 団 的 労 働 関 係 法 に つ い て の 第 三 セ ッ シ ョ ン は 、 和 田 肇 教 授 （ 名 古

屋 大 学 ）と ロ ル フ・ヴ ァ ン ク 教 授（ ボ ッ フ ム 大 学 ）、第 四 セ ッ シ ョ ン

は 法 実 務 ・ 法 実 践 の 観 点 か ら 、 宮 里 邦 雄 弁 護 士 （ 日 本 労 働 弁 護 団 会

長 ） と ハ ン ス ・ ヨ ー ゼ フ ・ デ ュ ヴ ェ ル 教 授 （ 元 ド イ ツ 連 邦 労 働 裁 判

所 判 事 ） が 、 そ れ ぞ れ 報 告 を 行 い 、 最 後 に 8 名 全 員 に よ る パ ネ ル デ

イ ス カ ッ シ ョ ン が 行 わ れ た 。 労 働 法 学 の 歴 史 的 生 成 に 関 す る 日 本 と

ド イ ツ の 比 較 検 討 、 労 働 契 約 法 と 民 法 典 の 関 係 、 私 的 自 治 と 協 約 自

治 、 企 業 別 と 産 業 別 の 労 働 組 合 が 労 働 法 理 に 及 ぼ す 影 響 、 非 典 型 労

働 関 係 、 労 働 法 の 紛 争 解 決 シ ス テ ム に お け る 法 実 務 家 の 役 割 な ど 、

日 本 と ド イ ツ に 共 通 す る 労 働 法 学 上 の 今 日 的 テ ー マ に つ い て 、 統 一

テ ー マ で あ る 「 市 民 法 と 労 働 法 」 の 観 点 か ら 二 日 間 に わ た っ て 縦 横

に 論 じ ら れ た 。 ひ じ ょ う に 難 し い テ ー マ で あ り 、 果 た し て シ ン ポ ジ

ウ ム と し て 成 立 す る だ ろ う か と の 危 惧 が 、 当 初 、 主 催 者 側 に は あ っ

た が 、 日 独 を 代 表 す る 労 働 法 学 者 ・ 法 実 務 家 の 力 量 も あ っ て 、 い ず

れ も 充 実 し た 報 告 と 質 疑 応 答 、 議 論 が 行 わ れ 、 た い へ ん 実 り の 多 い

シ ン ポ ジ ウ ム と な っ た 。2 1 世 紀 の 労 働 法 と 労 働 法 学 の 課 題 を 正 面 か

ら 問 い 、 今 後 の 展 望 が 語 り 合 わ れ た 本 シ ン ポ ジ ウ ム は 、 ワ イ マ ー ル

以 来 ド イ ツ 労 働 法 学 か ら 圧 倒 的 と も い え る 影 響 を 受 け て き た 日 本 の

労 働 法 学 に と っ て も 歴 史 的 に 意 義 深 い も の で あ っ た と 思 わ れ る 。 今



回 の シ ン ポ の 成 果 は 、 日 本 と ド イ ツ 双 方 に お い て 公 刊 を 予 定 し て い

る 。  

二 日 間 の シ ン ポ ジ ウ ム が 終 了 後 、ア フ タ ー プ ロ グ ラ ム が 実 施 さ れ 、

ド イ ツ 側 一 行 は 、 最 高 裁 、 参 議 院 、 中 央 労 働 委 員 会 を 訪 問 し た 。 対

応 い た だ い た 最 高 裁 事 務 総 局 の 園 田 良 太 郎 氏 、 中 労 委 会 長 の 菅 野 和

夫 教 授 に は 心 か ら お 礼 申 し 上 げ た い 。  

今 回 の 一 連 の 行 事 を 陰 で 支 え て く だ さ っ た 、 桑 折 千 恵 子 氏 ほ か 2

名 の 同 時 通 訳 者 、 独 日 労 働 法 協 会 事 務 局 長 の ル デ ィ ガ ー ・ ヘ ン ニ グ

氏 、日 独 労 働 法 協 会 事 務 局 の 橋 本 陽 子 教 授（ 学 習 院 大 学 ）、高 橋 賢 司

教 授 （ 立 正 大 学 ）、 原 俊 之 講 師 （ 国 士 舘 大 学 ）、 榊 原 嘉 明 講 師 （ 専 修

大 学 ） の 各 氏 、 さ ら に 中 央 大 学 、 明 治 大 学 の 院 生 ・ 学 生 諸 君 、 財 政

的 支 援 を い た だ い た 日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 、 明 治 大 学 国 際 連 携 本 部

に 対 し て も 、 こ の 場 を 借 り て 感 謝 の 意 を 表 し た い 。  

 

            （ 日 独 労 働 法 協 会 事 務 局 長  米 津 孝 司 ）  

 

 

 

 


